
「医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領」の改正新旧対照表（案） 

改  定  後 現     行 

（目的） 

第１条 （略） 

 

（許可を要しない診療所） 

第２条 許可を要しない診療所は、次のいずれかに該当し、地域における医療

需要を踏まえ必要とされる診療所であるものとする。 

(1) （略） 

(2) 地域において良質かつ適切な産科医療が提供されるために必要な分娩

を取り扱う診療所 

 

（協議の申出） 

第３条 （略） 

 

（協議書の申出受付期間） 

第４条 前条の規定による申出の受付期間は、10 月１日から 11 月 30 日

とする。ただし、11 月 30 日が土曜日又は日曜日に当たるときは翌月曜

日とする。 

 

（協議の審査） 

第５条 知事は、協議の申出があったときは、次の事項について審査す

るものとする。 

(1)関係法令に抵触していないこと。 

(2)神奈川県保健医療計画との整合性があること。 

(3)診療所の開設等の計画に確実性があること。 

(4)第２条に適合していること。 

（目的） 

第１条 （略） 

 

（許可を要しない診療所） 

第２条 許可を要しない診療所は、次のいずれかに該当し、地域における医療

需要を踏まえ必要とされる診療所であるものとする。 

(1) （略） 

(2)分娩を取り扱う診療所 

 

 

（協議の申出） 

第３条 （略） 

 

 （新設） 

 

 

 

 

（協議の審査） 

第４条 知事は、協議の申出があったときは、次の事項について審査す

るものとする。 

(1)関係法令に抵触していないこと。 

(2)神奈川県保健医療計画との整合性があること。 

(3)診療所の開設等の計画に確実性があること。 

(4)第２条に適合していること。 

資料５－２ 



２～３ （略） 

 

（協議結果の決定と通知） 

第６条 知事は、前条の結果、及び必要があれば横浜市、川崎市又は相模原市

の長の意見を取りまとめ、予め、神奈川県保健医療計画推進会議の議論を経

たうえで、神奈川県医療審議会（おおむね 10 月及び３月に開催）の意見を

聴き、許可を要しない診療所に該当するか否かを決定するものとする。 

 ２ （略） 

 

（決定通知の附帯条件） 

第７条 知事は、前条の許可を要しない診療所に該当することを決定す

る際に、次に掲げる条件を付すこととする。 

(1)決定された目的にのみ病床を使用すること 

(2)他の病院又は診療所(同一法人又は同一グループである場合を含

む)との間で病床を移動しないこと 

(3)その他知事が必要と認めること 

 

（報告） 

第８条 許可を要しない診療所に該当すると決定され、療養病床又は一般病床

の設置又は増床の届出を行った開設者は、毎年８月までに次の書類を提出す

ることにより、前年度の実績等を知事に報告するものとする。 

(1)第２条(1)アの規定により病床を設置した診療所：前年度の在宅療養支援

診療所に係る報告書の写し（第２号様式） 

(2)第２条(1)イからキにより病床を設置した診療所：要件を満たしているこ

とを示す書類(第３号様式) 

(3)第２条(2)により病床を設置した診療所：分娩取扱い件数（第４号様式） 

 ２ （略） 

２～３ （略） 

 

（協議結果の決定と通知） 

第５条 知事は、前条の結果、及び必要があれば横浜市、川崎市又は相模原市

の長の意見を取りまとめ、予め、神奈川県保健医療計画推進会議の議論を経

たうえで、神奈川県医療審議会（おおむね 10 月及び３月に開催）の意見を

聴き、許可を要しない診療所に該当するか否かを決定するものとする。 

 ２ （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告） 

第６条 許可を要しない診療所に該当すると決定され、療養病床又は一般病床

の設置又は増床の届出を行った開設者は、毎年８月までに次の書類を提出す

ることにより、前年度の実績等を知事に報告するものとする。 

(1)第２条(1)アの規定により病床を設置した診療所：前年度の在宅療養支援

診療所に係る報告書の写し（第２号様式） 

(2)第２条(1)イからキにより病床を設置した診療所：要件を満たしているこ

とを示す書類(第３号様式) 

(3)第２条(2)により病床を設置した診療所：分娩取扱い件数（第４号様式） 



 

（指導） 

第９条 知事は、許可を要しない診療所と決定した開設予定者等及び許

可を要しない診療所に該当すると決定され、療養病床又は一般病床の

設置若しくは増床の届出を行った開設者に対し、必要に応じ病床の適

切な運営等について指導を行うものとする。 

２～４ （略） 

 

（協議結果の取り消し） 

第 10 条 知事は、許可を要しない診療所として決定された診療所が第４条第

１項の各号に該当しなくなった場合、開設者又は開設予定者（以下「開設者

等」という。）に対し、協議結果の通知の取り消しができるものとする。 

２～３ （略） 

 

（協議結果の取り消し後の指導） 

第 11 条 知事は、前条に基づき協議結果が取り消された診療所の開設者に対

し、許可を要しない診療所として届出により設置した病床の廃止又は減少に

ついて指導できるものとする。 

２～３ （略） 

 

附 則 

この要領は、令和２年１月 24日から施行する。 

この要領は、令和６年 月 日から施行する。 

 

 

 

 

 ２ （略） 

 

（指導） 

第７条 知事は、許可を要しない診療所と決定した開設予定者等及び許

可を要しない診療所に該当すると決定され、療養病床又は一般病床の

設置若しくは増床の届出を行った開設者に対し、必要に応じ病床の適

切な運営等について指導を行うものとする。 

２～４ （略） 

 

（協議結果の取り消し） 

第８条 知事は、許可を要しない診療所として決定された診療所が第４条第１

項の各号に該当しなくなった場合、開設者又は開設予定者（以下「開設者等」

という。）に対し、協議結果の通知の取り消しができるものとする。 

２～３ （略） 

 

（協議結果の取り消し後の指導） 

第９条 知事は、前条に基づき協議結果が取り消された診療所の開設者に対

し、許可を要しない診療所として届出により設置した病床の廃止又は減少に

ついて指導できるものとする。 

２～３ （略） 

 

附 則 

この要領は、令和２年１月 24日から施行する。 

 （新設） 

 

 

 



［第１号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

                      住所 

                        開設（予定）者 

                                          氏名 

 

協    議    書 

 

１ 診療所の名称 

２ 病床設置あるいは増床にあたり、取扱要領第２条のうち該当する要

件 

３ 病床設置あるいは増床の目的及び提供する医療機能 

４ 許可を要しない診療所の病床種別及び病床数 

５ 診療所の開設等の場所 

６ 開設（予定）年月日 

７ 病床設置（増床）予定年月日 

８ 診療を行おうとする科目 

９ 年間入院患者予定数 

10 分娩を取り扱う診療所の場合は年間分娩予定数 

11 医療従事者の概要 

12 計画敷地周辺の見取図 

13 計画敷地の面積及び平面図 

14 計画建物の構造概要及び平面図（各室の用途、患者収容定員を示す

こと。） 

15 資金計画等（開設後２年間の事業計画及び収支予算書） 

 

［添付書類］ 

①開設予定者が、医師又は歯科医師であるときは免許証の写し及び履歴

［第１号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

                      住所 

                        開設（予定）者 

                                          氏名 

 

協    議    書 

 

１ 診療所の名称 

２ 病床設置あるいは増床にあたり、取扱要領第２条のうち該当する要

件 

３ 病床設置あるいは増床の目的及び提供する医療機能 

４ 許可を要しない診療所の種別及び病床数 

５ 診療所の開設等の場所 

６ 開設（予定）年月日 

７ 病床設置（増床）予定年月日 

８ 診療を行おうとする科目 

９ 年間入院患者予定数 

10 分娩を取り扱う診療所の場合は年間分娩予定数 

11 医療従事者の概要 

12 計画敷地周辺の見取図 

13 計画敷地の面積及び平面図 

14 計画建物の構造概要及び平面図（客室の用途、患者収容定員を示す

こと。） 

15 資金計画等（開設後２年間の事業計画及び収支予算書） 

 

［添付書類］ 

①開設予定者が、医師又は歯科医師であるときは免許証の写し及び履歴



書、その他の者（法人を除く。）であるときは履歴書 

②土地又は建物の登記事項証明書 

③第２条(１)アに該当するものとして協議する場合は、関東信越厚生局

神奈川事務所へ提出した「在宅療養支援診療所」の施設基準に係る届

出書の写し 

④第２条(１)イからキに該当するものとして協議する場合は、基準を満

たすことを示す書類（任意様式）。なお、第２条(１)ウに該当するもの

として協議する場合には、これに加え、関東信越厚生局神奈川事務所

へ提出した「時間外対応加算１」の施設基準に係る届出書の写し及び

その添付書類 

⑤許可を要しない診療所に該当しなくなった場合及び許可を要しない診

療所に該当すると決定された後、１年経っても届出を提出できない場

合、病床を返上する旨の誓約書 

⑥地域包括ケアシステムの構築に必要であることを確認できる書類 

＜例＞ 

 ・地域の医療・介護関係者による協議の場への参加実績が確認できる

書類 

 ・地域の医療機関及び介護関係機関との幅広い連携実績が確認できる

書類（自法人内・自グループ内は除く、連携のための相談は含めな

い。） 

 ・地域の入院患者を随時受け入れる体制が整備されていることが確認

できる書類（急変時やレスパイトなどへ柔軟に対応できる体制であ

ることが確認できる計画や組織の規定など） 

 ・医療と介護の連携シート等によって患者（利用者）情報が地域の医療

機関及び介護関係機関との間で共有されていることが確認できる書

類等 

⑦地域において良質かつ適切な産科医療が提供されるために必要である

ことを確認できる書類 

＜例＞ 

 ・一般社団法人日本専門医機構が認定する産婦人科専門医が常時（診

書、その他の者（法人を除く。）であるときは履歴書 

②土地又は建物の登記事項証明書 

③第２条(１)アに該当するものとして協議する場合は、関東信越厚生局

神奈川事務所へ提出した「在宅療養支援診療所」の施設基準に係る届

出書の写し 

④第２条(１)イからキに該当するものとして協議する場合は、基準を満

たすことを示す書類（任意様式）。なお、第２条(１)ウに該当するもの

として協議する場合には、これに加え、関東信越厚生局神奈川事務所

へ提出した「時間外対応加算１」の施設基準に係る届出書の写し及び

その添付書類 

⑤許可を要しない診療所に該当しなくなった場合及び許可を要しない診

療所に該当すると決定された後、１年経っても届出を提出できない場

合、病床を返上する旨の誓約書 

⑥その他必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



療時間内）いることがわかる書類（認定証の写し） 

 ・周産期救急医療システムに則って、地域の周産期医療センター等と

連携できる体制を構築し診療を行う旨の誓約書 

⑧その他必要な書類 

 

（注）開設予定者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在

地、「氏名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）開設予定者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在

地、「氏名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［第２号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

 

                      住所 

                           開設者  

                                          氏名 

 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領 

  第６条に基づく報告について 

 

 このことについて、次のとおり報告します。 

 

診療所名称 ○○○○ 

 

 添付資料 

①  年  月  日関東信越厚生局神奈川事務所長あて提出した

「在宅療養支援診療所に係る報告」の写し 

② 地域包括ケアシステムの構築に必要であることを確認できる書類 

＜例＞ 

  ・地域の医療・介護関係者による協議の場への参加実績が確認できる書類 

  ・地域の医療機関及び介護関係機関との幅広い連携実績が確認できる書類

（自法人内・自グループ内は除く、連携のための相談は含めない。） 

  ・地域の入院患者を随時受け入れる体制が整備されていることが確認でき

る書類（急変時やレスパイトなどへ柔軟に対応できる体制であることが

確認できる計画や組織の規定など） 

  ・医療と介護の連携シート等によって患者（利用者）情報が地域の医療機

関及び介護関係機関との間で共有されていることが確認できる書類等 

 

［第２号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

 

                      住所 

                           開設者  

                                          氏名 

 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領 

  第６条に基づく報告について 

 

 このことについて、次のとおり報告します。 

 

診療所名称 ○○○○ 

 

 添付資料 

   年  月  日関東信越厚生局神奈川事務所長あて提出した「在

宅療養支援診療所に係る報告」の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（注）開設者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在地、「氏

名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）開設者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在地、「氏

名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［第３号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

 

                      住所 

                           開設者 

                                          氏名 

 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領  

第６条に基づく報告について  

 

 このことについて、次のとおり報告します。  

 

診療所名称 ○○○○ 

 

 添付資料 

① 基準を満たしていることを示す書類  

② 地域包括ケアシステムの構築に必要であることを確認できる書類 

＜例＞ 

  ・地域の医療・介護関係者による協議の場への参加実績が確認できる書類 

  ・地域の医療機関及び介護関係機関との幅広い連携実績が確認できる書類

（自法人内・自グループ内は除く、連携のための相談は含めない。） 

  ・地域の入院患者を随時受け入れる体制が整備されていることが確認でき

る書類（急変時やレスパイトなどへ柔軟に対応できる体制であることが

確認できる計画や組織の規定など） 

  ・医療と介護の連携シート等によって患者（利用者）情報が地域の医療機

関及び介護関係機関との間で共有されていることが確認できる書類等 

 

 

［第３号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

 

                      住所 

                           開設者 

                                          氏名 

 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領  

  第６条に基づく報告について  

 

 このことについて、次のとおり報告します。  

 

診療所名称 ○○○○ 

 

 添付資料 

  基準を満たしていることを示す書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（注）開設者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在地、「氏

名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）開設者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在地、「氏

名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［第４号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

 

                      住所 

                           開設者 

                                          氏名 

 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領  

  第６条に基づく報告について  

 

 このことについて、次のとおり報告します。  

 

診療所名称 ○○○○ 

  

  前年度（  年４月１日から  年３月３１日）の分娩取扱い件数

      件 

  添付資料 

・地域において良質かつ適切な産科医療が提供されるために必要

であることを確認できる書類 

＜例＞ 

   ・一般社団法人日本専門医機構が認定する産婦人科専門医が常時

（診療時間内）いることがわかる書類（認定証の写し) 

 

 

 

（注）開設者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在地、「氏

名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。 

［第４号様式］ 

                                                           

  年  月  日 

 

 神奈川県知事 殿 

 

 

                      住所 

                           開設者 

                                          氏名 

 

医療法第７条第３項の許可を要しない診療所に関する取扱要領  

  第６条に基づく報告について  

 

 このことについて、次のとおり報告します。  

 

診療所名称 ○○○○ 

  

  前年度（  年４月１日から  年３月３１日）の分娩取扱い件数

      件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）開設者が法人であるときは、「住所」は主たる事務所の所在地、「氏

名」は名称及び代表者氏名を各々記載するものとする。  

 


